
 

 

千葉市公告第７７６号  

 

公共下水道の供用及び下水の処理開始  

 

 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第９条の規定により、公共下水道の供用及び下水

の処理を開始するので公告します。  

その関係図面は、千葉市建設局下水道企画部下水道営業課において、一般の縦覧に供

します。  

 

    令和  ５年  ９月  ６日  

千葉市長  神 谷 俊 一    

 

 

 

１   公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日  

     令和  ５年  ９月２１日  

２   公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域  

   南部処理区  

    中央区   星久喜町、矢作町 の各一部  

   印旛処理区  

    花見川区  作新台 の各一部  

    稲毛区   長沼町、宮野木町 の一部  

３ 供用及び下水の処理を開始する排水施設の位置  

   別添図面のとおり  

４ 当該公共下水道の終末処理場の位置及び名称  

   千葉市美浜区磯辺８－２４－１    花見川終末処理場  

千葉市美浜区豊砂７         花見川第二終末処理場  

   千葉市中央区村田町８９３      南部浄化センター 

   

５ 供用及び下水の処理を開始する排水施設の合流式又は分流式の別 

   分流式 



 

 

根拠法令 

 

下水道法（昭和３３年４月２４日法律第７９号）第９条 

（供用開始の公示等） 

第９条 公共下水道管理者は、公共下水道の供用を開始しようとするときは、あらかじ

め、供用を開始すべき年月日、下水を排除すべき区域その他国土交通省令で定める事

項を公示し、かつ、これを表示した図面を当該公共下水道管理者である地方公共団体

の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようと

するときも、同様とする。 

２ 前項の規定は、公共下水道管理者が終末処理場による下水の処理を開始しようとする

場合又は当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場による下水の処理が開始

される場合に準用する。この場合において、同項中「供用を開始すべき年月日」とあ

るのは「下水の処理を開始すべき年月日」と、「下水を排除すべき区域」とあるのは

「下水を処理すべき区域」と、「国土交通省令」とあるのは「国土交通省令・環境省

令」と読み替えるものとする。 

 


